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市第 184 号議案 

   横浜市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の 

実施に係る人員等の基準に関する条例等の一部改正 

 横浜市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係

る人員等の基準に関する条例等の一部を改正する条例を次のように

定める。 

   平成27年２月10日提出 

                 横浜市長 林   文 子 

横浜市条例（番号） 

   横浜市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の 

実施に係る人員等の基準に関する条例等の一部を改正す 

る条例 

 （横浜市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に

係る人員等の基準に関する条例の一部改正） 

第１条 横浜市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実 

施に係る人員等の基準に関する条例（平成26年９月横浜市条例第

50号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「第 115 条の46第４項」を「第 115 条の46第５項」に

改める。 

 （横浜市老人福祉施設条例の一部改正） 

第２条 横浜市老人福祉施設条例（昭和38年12月横浜市条例第43号

）の一部を次のように改正する。 

   第３条第２項第１号中「同条第15項」を「同条第13項」に改め

、同項第２号中「第８条の２第９項」を「第８条の２第７項」に

改める。 
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 （横浜市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一

部改正） 

第３条 横浜市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例

（平成24年12月横浜市条例第73号）の一部を次のように改正する

。 

  第23条第１項第１号中「第８条の２第18項」を「第８条の２第

16項」に改める。 

 （横浜市軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一

部改正） 

第４条 横浜市軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例

（平成24年12月横浜市条例第75号）の一部を次のように改正する

。 

  第24条第１項第１号中「第８条の２第18項」を「第８条の２第

16項」に改める。 

（横浜市指定居宅サービスの事業の人員、設備、運営等の基準に

関する条例の一部改正） 

第５条 横浜市指定居宅サービスの事業の人員、設備、運営等の基 

準に関する条例（平成24年12月横浜市条例第76号）の一部を次の 

ように改正する。 

 第 200 条第７項中「第８条の２第11項」を「第８条の２第９項 

」に改める。 

（横浜市指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、指 

定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法 

等の基準に関する条例の一部改正） 

第６条 横浜市指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営 
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、指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の 

方法等の基準に関する条例（平成24年12月横浜市条例第78号）の

一部を次のように改正する。 

第16条中「第８条の２第18項」を「第８条の２第16項」に改め 

る。 

第 185 条第１項中「第８条の２第11項」を「第８条の２第９項 

」に改める。 

   第 220 条中「第８条の２第12項」を「第８条の２第10項」に改 

める。 

（横浜市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及 

び運営、指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のため 

の効果的な支援の方法等の基準に関する条例の一部改正） 

第７条 横浜市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設 

備及び運営、指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防の 

ための効果的な支援の方法等の基準に関する条例（平成24年12月

横浜市条例第79号）の一部を次のように改正する。 

 第72条中「第８条の２第17項」を「第８条の２第15項」に改め

る。 

（横浜市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営、指定介護予

防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に

関する条例の一部改正） 

第８条 横浜市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営、指定介 

護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基 

準に関する条例（平成26年９月横浜市条例第52号）の一部を次の 

ように改正する。 
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第３条第２項及び第７条第２項中「第８条の２第18項」を「第 

８条の２第16項」に改める。 

（横浜市総合保健医療センター条例の一部改正） 

第９条 横浜市総合保健医療センター条例（平成４年３月横浜市条

例第25号）の一部を次のように改正する。 

  第９条第２号中「第８条の２第８項」を「第８条の２第６項」

に、「第８条の２第10項」を「第８条の２第８項」に改める。 

（横浜市病院事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第10条 横浜市病院事業の設置等に関する条例（昭和41年12月横浜

市条例第60号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第６項第１号中「第８条の２第10項」を「第８条の２第

８項」に改め、同項第２号中「第８条の２第８項」を「第８条の

２第６項」に改める。 

（横浜市病院事業の経営する病院条例の一部改正） 

第11条 横浜市病院事業の経営する病院条例（平成12年３月横浜市 

条例第29号）の一部を次のように改正する。 

 第11条第３項第１号中「第８条の２第８項」を「第８条の２第 

６項」に改め、同項第２号中「第８条の２第10項」を「第８条の 

２第８項」に改める。 

   附 則 

この条例は、平成27年４月１日から施行する。 

 

   提 案 理 由 

 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係

法律の整備等に関する法律の制定に伴い、関係規定の整備を図るた
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め、横浜市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に

係る人員等の基準に関する条例等の一部を改正する必要があるので

提案する。 
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 参  考  

   横 浜 市 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー に お け る 包 括 的 支 援 事 業 の 

実 施 に 係 る 人 員 等 の 基 準 に 関 す る 条 例 （ 抜 粋 ）  

                     上 段  改 正 案     
                   （下 段  現  行）  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 介 護 保 険 法 （ 平 成 ９ 年 法 律 第 123 号 。 以 下 「  

                    第 115 条 の 46 第 ５ 項 
法 」 と い う 。）                   の 規 定 に 基 づ き 、 地 域 包 括 支  

 第 115 条 の 46 第 ４ 項  

 援 セ ン タ ー （ 同 条 第 １ 項 に 規 定 す る 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー を い う  

。 以 下 同 じ 。） に お け る 包 括 的 支 援 事 業 の 実 施 に 係 る 人 員 等 に 関  

す る 基 準 を 定 め る も の と す る 。  

 

   横 浜 市 老 人 福 祉 施 設 条 例 （ 抜 粋 ）  

                     上 段  改 正 案     
                   （下 段  現  行）  

（ 事 業 ）  

第 ３ 条  （ 第 １ 項 省 略 ）  

２  特 別 養 護 老 人 ホ ー ム は 、 次 の 事 業 を 行 う 。 た だ し 、 第 １ 号 及 び

第 ４ 号 の 事 業 は 、 横 浜 市 新 橋 ホ ー ム に お い て の み 行 う 。  

(1)  法 第 10 条 の ４ 第 １ 項 第 ２ 号 の 措 置 に 係 る 者 、 介 護 保 険 法 （ 平  

成 ９ 年 法 律 第 123 号 ） 第 ８ 条 第 ７ 項 に 規 定 す る 通 所 介 護 （ 以 下  

「 通 所 介 護 」 と い う 。）、 同 条 第 17 項 に 規 定 す る 認 知 症 対 応 型  

通 所 介 護 （ 以 下 「 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 」 と い う 。）、 同 法 第  

８ 条 の ２ 第 ７ 項 に 規 定 す る 介 護 予 防 通 所 介 護 （ 以 下 「 介 護 予 防  

同 条 第 13 項  
通 所 介 護 」 と い う 。） 又 は      に 規 定 す る 介 護 予 防 認 知  

同 条 第 15 項  

症 対 応 型 通 所 介 護 （ 以 下 「 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 」 と  

い う 。） を 受 け る 者 そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 者 （ そ の 者 を 現  



市第184号 

257 

に 養 護 す る 者 を 含 む 。） へ の 通 所 に よ る 便 宜 の 供 与  

   (2)     法 第 10 条 の ４ 第 1 項 第 ３ 号 の 措 置 に 係 る 者 、 介 護 保 険 法 第 ８  

条 第 ９ 項 に 規 定 す る 短 期 入 所 生 活 介 護 （ 以 下 「 短 期 入 所 生 活 介  

             第 ８ 条 の ２ 第 ７ 項  
護 」 と い う 。） 又 は 同 法         に 規 定 す る 介 護 予 防  

               第 ８ 条 の ２ 第 ９ 項  

短 期 入 所 生 活 介 護 （ 以 下 「 介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介 護 」 と い う  

。） を 受 け る 者 そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 者 へ の 短 期 間 の 入 所  

に よ る 養 護  

（ 第 ３ 号 、 第 ４ 号 及 び 第 ３ 項 省 略 ）  

 

横 浜 市 養 護 老 人 ホ ー ム の 設 備 及 び 運 営 の 基 準 に 関 す る 条 

例 （ 抜 粋 ）  

                     上 段  改 正 案  
                    (下 段  現  行)   

 （ 生 活 相 談 員 の 責 務 ） 

第 23 条  生 活 相 談 員 は 、 処 遇 計 画 を 作 成 し 、 そ れ に 沿 っ た 支 援 が 行

わ れ る よ う 必 要 な 調 整 を 行 う ほ か 、 次 に 掲 げ る 業 務 を 行 わ な け れ

ば な ら な い 。  

(1)  入 所 者 の 居 宅 サ ー ビ ス 等 の 利 用 に 際 し 、 介 護 保 険 法 第 ８ 条 第  

 第 ８ 条 の ２ 第 16 項  
23 項 に 規 定 す る 居 宅 サ ー ビ ス 計 画 又 は 同 法         に  

 第 ８ 条 の ２ 第 18 項  

規 定 す る 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 の 作 成 等 に 資 す る た め 、 同 法 第  

 第 ８ 条 の ２ 第  
８ 条 第 23 項 に 規 定 す る 居 宅 介 護 支 援 事 業 又 は 同 法            

 第 ８ 条 の ２ 第  
16 項  

に 規 定 す る 介 護 予 防 支 援 事 業 を 行 う 者 と 密 接 な 連 携 を 図 る  
18 項  

ほ か 、 居 宅 サ ー ビ ス 等 そ の 他 の 保 健 医 療 サ ー ビ ス 又 は 福 祉 サ ー  

ビ ス を 提 供 す る 者 と の 連 携 に 努 め る こ と 。  

（ 第 ２ 号 、 第 ３ 号 、 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 省 略 ）  
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横 浜 市 軽 費 老 人 ホ ー ム の 設 備 及 び 運 営 の 基 準 に 関 す る 条 

例 （ 抜 粋 ）  

                     上 段  改 正 案     
                    (下 段  現  行)   

 （ 生 活 相 談 員 の 責 務 ）   

第 24 条  軽 費 老 人 ホ ー ム の 生 活 相 談 員 は 、 入 所 者 か ら の 相 談 に 応 じ

る と と も に 、 適 切 な 助 言 及 び 必 要 な 支 援 を 行 う ほ か 、 次 に 掲 げ る

業 務 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

(1)    入 所 者 の 居 宅 サ ー ビ ス 等 の 利 用 に 際 し 、 居 宅 サ ー ビ ス 計 画 又  

  第 ８ 条 の ２ 第 16 項  
は 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 （ 介 護 保 険 法         に 規 定  

   第 ８ 条 の ２ 第 18 項  

す る 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 を い う 。 以 下 同 じ 。） の 作 成 等 に 資  

    す る た め 、 居 宅 介 護 支 援 事 業 （ 同 法 第 ８ 条 第 23 項 に 規 定 す る 居

宅 介 護 支 援 事 業 を い う 。 以 下 同 じ 。） 又 は 介 護 予 防 支 援 事 業 （  

   第 ８ 条 の ２ 第 16 項  
同 法                に 規 定 す る 介 護 予 防 支 援 事 業 を い う 。 以  
  第 ８ 条 の ２ 第 18 項  

下 同 じ 。） を 行 う 者 と の 密 接 な 連 携 を 図 る ほ か 、 居 宅 サ ー ビ ス  

等 そ の 他 の 保 健 医 療 サ ー ビ ス 又 は 福 祉 サ ー ビ ス を 提 供 す る 者 と  

の 連 携 を 図 る こ と 。  

（ 第 ２ 号 、 第 ３ 号 及 び 第 ２ 項 省 略 ）  

  

横 浜 市 指 定 居 宅 サ ー ビ ス の 事 業 の 人 員 、 設 備 、 運 営 等 の 

基 準 に 関 す る 条 例 （ 抜 粋 ）  

                     上 段  改 正 案     
                    (下 段  現  行)   

 （ 従 業 者 の 員 数 ）  

第 200 条  （ 第 １ 項 か ら 第 ６ 項 ま で 省 略 ）  

７  第 １ 項 第 ４ 号 又 は 第 ２ 項 第 ４ 号 の 計 画 作 成 担 当 者 は 、 専 ら そ の

職 務 に 従 事 す る 介 護 支 援 専 門 員 で あ っ て 、 特 定 施 設 サ ー ビ ス 計 画



市第184号 

259 

（ 第 ２ 項 の 場 合 に あ っ て は 、 特 定 施 設 サ ー ビ ス 計 画 及 び 介 護 予 防  

           第 ８ 条 の ２ 第 ９ 項  
特 定 施 設 サ ー ビ ス 計 画 （ 法         に 規 定 す る 計 画 を い  

                        第 ８ 条 の ２ 第 11 項  

う 。 以 下 同 じ 。）） の 作 成 を 担 当 さ せ る の に 適 当 と 認 め ら れ る も

の と す る 。 た だ し 、 利 用 者 （ 第 ２ 項 の 場 合 に あ っ て は 、 利 用 者 及

び 介 護 予 防 サ ー ビ ス の 利 用 者 ） の 処 遇 に 支 障 が な い 場 合 は 、 当 該

指 定 特 定 施 設 に お け る 他 の 職 務 に 従 事 す る こ と が で き る も の と す

る 。  

（ 第 ８ 項 省 略 ）  

 

横 浜 市 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス の 事 業 の 人 員 、 設 備 及 び 運 

営 、 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス に 係 る 介 護 予 防 の た め の 効 果 

的 な 支 援 の 方 法 等 の 基 準 に 関 す る 条 例 （ 抜 粋 ）  

                     上 段  改 正 案     
                    (下 段  現  行)   

（ 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 の 支 給 を 受 け る た め の 援 助 ）  

第 16 条  指 定 介 護 予 防 訪 問 介 護 事 業 者 は 、 指 定 介 護 予 防 訪 問 介 護 の

提 供 の 開 始 に 際 し 、 利 用 申 込 者 が 介 護 保 険 法 施 行 規 則 （ 平 成 11 年

厚 生 省 令 第 36 号 。 以 下 「 施 行 規 則 」 と い う 。） 第 83 条 の ９ 各 号 の

い ず れ に も 該 当 し な い と き は 、 当 該 利 用 申 込 者 又 は そ の 家 族 に 対  

  第 ８ 条 の ２ 第 16 項 
し 、 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 （ 法         に 規 定 す る 介 護  

 第 ８ 条 の ２ 第 18 項  

予 防 サ ー ビ ス 計 画 を い う 。 以 下 同 じ 。） の 作 成 を 介 護 予 防 支 援 事

業 者 に 依 頼 す る 旨 を 市 町 村 に 対 し て 届 け 出 る こ と 等 に よ り 、 介 護

予 防 サ ー ビ ス 費 の 支 給 を 受 け る こ と が で き る 旨 を 説 明 す る こ と 、

介 護 予 防 支 援 事 業 者 に 関 す る 情 報 を 提 供 す る こ と そ の 他 の 介 護 予

防 サ ー ビ ス 費 の 支 給 を 受 け る た め に 必 要 な 援 助 を 行 わ な け れ ば な

ら な い 。  
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第 185 条  指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス に 該 当 す る 介 護 予 防 特 定 施 設 入 居

者 生 活 介 護 （ 以 下 「 指 定 介 護 予 防 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 」 と い 

  第 ８ 条 の ２ 
う 。） の 事 業 は 、 介 護 予 防 特 定 施 設 サ ー ビ ス 計 画 （ 法 

 第 ８ 条 の ２ 

第 ９ 項 
に 規 定 す る 計 画 を い う 。 以 下 同 じ 。） に 基 づ き 、 入 浴 、 排 

第 11 項 

せ つ 、 食 事 等 の 介 護 そ の 他 の 日 常 生 活 上 の 支 援 、 機 能 訓 練 及 び 療

養 上 の 世 話 を 行 う こ と に よ り 、 当 該 指 定 介 護 予 防 特 定 施 設 入 居 者

生 活 介 護 の 提 供 を 受 け る 入 居 者 （ 以 下 こ の 章 に お い て 「 利 用 者 」

と い う 。） が 指 定 介 護 予 防 特 定 施 設 （ 特 定 施 設 で あ っ て 、 当 該 指

定 介 護 予 防 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 の 事 業 が 行 わ れ る も の を い う

。 以 下 同 じ 。） に お い て 、 自 立 し た 日 常 生 活 を 営 む こ と が で き る

よ う 、 利 用 者 の 心 身 機 能 の 維 持 回 復 を 図 り 、 も っ て 利 用 者 の 生 活

機 能 の 維 持 又 は 向 上 を 目 指 す も の で な け れ ば な ら な い 。 

（ 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 省 略 ） 

第 220 条  指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス に 該 当 す る 介 護 予 防 福 祉 用 具 貸 与

（ 以 下 「 指 定 介 護 予 防 福 祉 用 具 貸 与 」 と い う 。） の 事 業 は 、 そ の

利 用 者 が 可 能 な 限 り そ の 居 宅 に お い て 、 自 立 し た 日 常 生 活 を 営 む

こ と が で き る よ う 、 利 用 者 の 心 身 の 状 況 、 希 望 及 び そ の 置 か れ て 

  第 ８ 条 の ２ 第 10 項 
い る 環 境 を 踏 ま え た 適 切 な 福 祉 用 具 （ 法         の 規 定 

 第 ８ 条 の ２ 第 12 項 

に よ り 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 福 祉 用 具 を い う 。 以 下 同 じ 。） の 選

定 の 援 助 、 取 付 け 、 調 整 等 を 行 い 、 福 祉 用 具 を 貸 与 す る こ と に よ

り 、 利 用 者 の 生 活 機 能 の 維 持 又 は 改 善 を 図 る も の で な け れ ば な ら

な い 。 

 

横 浜 市 指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス の 事 業 の 人 員 、 

   設 備 及 び 運 営 、 指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス に 係 る 
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   介 護 予 防 の た め の 効 果 的 な 支 援 の 方 法 等 の 基 準 に 関 す る 

   条 例 （ 抜 粋 ）  

                     上 段  改 正 案     
                    (下 段  現  行)   

第 72 条  指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス に 該 当 す る 介 護 予 防 認 知

症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 （ 以 下 「 指 定 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 共 同 生

活 介 護 」 と い う 。） の 事 業 は 、 そ の 認 知 症 で あ る 利 用 者 が 可 能 な  

           第 ８ 条 の ２ 第 15 項 
限 り 共 同 生 活 住 居 （ 法         に 規 定 す る 共 同 生 活 を 営  
            第 ８ 条 の ２ 第 17 項 

む べ き 住 居 を い う 。 以 下 同 じ 。） に お い て 、 家 庭 的 な 環 境 と 地 域

住 民 と の 交 流 の 下 で 入 浴 、 排 せ つ 、 食 事 等 の 介 護 そ の 他 の 日 常 生

活 上 の 支 援 及 び 機 能 訓 練 を 行 う こ と に よ り 、 利 用 者 の 心 身 機 能 の

維 持 回 復 を 図 り 、 も っ て 利 用 者 の 生 活 機 能 の 維 持 又 は 向 上 を 目 指

す も の で な け れ ば な ら な い 。  

 

横 浜 市 指 定 介 護 予 防 支 援 等 の 事 業 の 人 員 及 び 運 営 、 指 定 

   介 護 予 防 支 援 等 に 係 る 介 護 予 防 の た め の 効 果 的 な 支 援 の 

   方 法 等 の 基 準 に 関 す る 条 例 （ 抜 粋 ）  

                     上 段  改 正 案     
                    (下 段  現  行)   

（ 基 本 方 針 ）  

第 ３ 条  （ 第 １ 項 省 略 ）  

２  指 定 介 護 予 防 支 援 の 事 業 は 、 利 用 者 の 心 身 の 状 況 、 そ の 置 か れ

て い る 環 境 等 に 応 じ て 、 利 用 者 の 選 択 に 基 づ き 、 利 用 者 の 自 立 に

向 け て 設 定 さ れ た 目 標 を 達 成 す る た め に 、 適 切 な 指 定 介 護 予 防 サ  

      第 ８ 条 の ２ 第 16 項 
ー ビ ス 等 （ 法         に 規 定 す る 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス  
      第 ８ 条 の ２ 第 18 項 

等 を い う 。 以 下 同 じ 。） が 、 当 該 目 標 を 踏 ま え 、 多 様 な 指 定 介 護

予 防 サ ー ビ ス 等 事 業 者 （ 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 を 行 う 事 業 者 を
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い う 。 以 下 同 じ 。） か ら 、 総 合 的 か つ 効 率 的 に 提 供 さ れ る よ う 配

慮 し て 行 わ れ る も の で な け れ ば な ら な い 。  

   （ 第 ３ 項 及 び 第 ４ 項 省 略 ）  

（ 内 容 及 び 手 続 の 説 明 及 び 同 意 ）  

第 ７ 条  （ 第 １ 項 省 略 ）  

２  指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 は 、 指 定 介 護 予 防 支 援 の 提 供 の 開 始 に  

                      第 ８ 条 の ２ 第 16 項 
際 し 、 あ ら か じ め 、 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 （ 法  

                      第 ８ 条 の ２ 第 18 項 

に 規 定 す る 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 を い う 。 以 下 同 じ 。） が 第 ３ 条

に 規 定 す る 基 本 方 針 及 び 利 用 者 の 希 望 に 基 づ き 作 成 さ れ る も の で

あ る こ と 等 に つ き 説 明 を 行 い 、 理 解 を 得 な け れ ば な ら な い 。  

（ 第 ３ 項 か ら 第 ７ 項 ま で 省 略 ）  

 

横 浜 市 総 合 保 健 医 療 セ ン タ ー 条 例 （ 抜 粋 ）  

                     上 段  改 正 案  
                    (下 段  現  行)   

 （ 利 用 料 金 ）  

第 ９ 条  セ ン タ ー を 利 用 す る 者 は 、 指 定 管 理 者 に 対 し 、 次 に 掲 げ る

額 を 合 算 し て 得 た 額 の 当 該 利 用 に 係 る 料 金 （ 以 下 「 利 用 料 金 」 と

い う 。） を 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。  

   （ 第 １ 号 省 略 ）  

(2)     介 護 老 人 保 健 施 設 に お い て 、 介 護 保 険 法 第 ８ 条 第 ８ 項 に 規 定  

                   第 ８ 条 の ２ 第 ６ 項  
す る 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 又 は 同 法         に 規 定  

                第 ８ 条 の ２ 第 ８ 項  

す る 介 護 予 防 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン （ 以 下 「 通 所 リ ハ ビ リ テ  

ー シ ョ ン 等 」 と い う 。） を 受 け る 場 合 は 同 法 の 規 定 に よ り 定 め  

ら れ た 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 等 に 係 る 費 用 の 額 、 同 法 第 ８ 条  

第 10 項 に 規 定 す る 短 期 入 所 療 養 介 護 若 し く は 同 条 第 27 項 に 規 定  
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               第 ８ 条 の ２ 第 ８ 項  
す る 介 護 保 健 施 設 サ ー ビ ス 又 は 同 法         に 規 定 す  

               第 ８ 条 の ２ 第 10 項 

る 介 護 予 防 短 期 入 所 療 養 介 護 （ 以 下 「 介 護 保 健 施 設 サ ー ビ ス 等  

」 と い う 。） を 受 け る 場 合 は 同 法 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た 介 護  

保 健 施 設 サ ー ビ ス 等 に 係 る 費 用 の 額 並 び に 同 法 の 規 定 に よ り 厚  

生 労 働 大 臣 が 定 め る 食 費 及 び 居 住 費 又 は 滞 在 費 の 基 準 費 用 額 の  

範 囲 内 で 指 定 管 理 者 が 市 長 の 承 認 を 得 て 定 め る 額  

   （ 第 ２ 号 の ２ か ら 第 ５ 号 ま で 省 略 ）  

 

   横 浜 市 病 院 事 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 （ 抜 粋 ）  

                     上 段  改 正 案     
                    (下 段  現  行)   

（ 経 営 の 基 本 ）  

第 ４ 条  （ 第 １ 項 か ら 第 ５ 項 ま で 省 略 ）  

６  第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 横 浜 市 立 脳 卒 中 ・ 神 経 脊 椎 セ ン タ ー に 附

置 さ れ る 介 護 老 人 保 健 施 設 の 定 員 の 計 画 は 、 次 の と お り と す る 。  

(1)  介 護 保 険 法 第 ８ 条 第 10 項 に 規 定 す る 短 期 入 所 療 養 介 護 及 び 同  

                          第 ８ 条 の  
  条 第 27 項 に 規 定 す る 介 護 保 健 施 設 サ ー ビ ス 並 び に 同 法     
                          第 ８ 条 の  
  ２ 第 ８ 項  
      に 規 定 す る 介 護 予 防 短 期 入 所 療 養 介 護 を 受 け る こ と が  
  ２ 第 10 項  

で き る 者  80 人  

 (2)  介 護 保 険 法 第 ８ 条 第 ８ 項 に 規 定 す る 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン  

      第 ８ 条 の ２ 第 ６ 項  
  及 び 同 法         に 規 定 す る 介 護 予 防 通 所 リ ハ ビ リ テ  
      第 ８ 条 の ２ 第 ８ 項  

  ー シ ョ ン を 受 け る こ と が で き る 者  33 人  

 

   横 浜 市 病 院 事 業 の 経 営 す る 病 院 条 例 （ 抜 粋 ）  

                     上 段  改 正 案     
                    (下 段  現  行)   

 （ 利 用 料 金 ）  
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第 11 条  （ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 省 略 ）  

３  前 ２ 項 に 定 め る も の の ほ か 、 老 健 施 設 を 利 用 す る 者 は 、 次 に 掲  

 げ る 額 の 利 用 料 金 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。  

(1)  介 護 保 険 法 第 ８ 条 第 ８ 項 に 規 定 す る 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン  

      第 ８ 条 の ２ 第 ６ 項  
  又 は 同 法         に 規 定 す る 介 護 予 防 通 所 リ ハ ビ リ テ  
      第 ８ 条 の ２ 第 ８ 項  

  ー シ ョ ン （ 以 下 「 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 等 」 と い う 。） を 受  

  け る 場 合 は 、 同 法 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ  

  ョ ン 等 に 係 る 費 用 の 額  

(2)  介 護 保 険 法 第 ８ 条 第 10 項 に 規 定 す る 短 期 入 所 療 養 介 護 若 し く  

                           第 ８ 条  
  は 同 条 第 27 項 に 規 定 す る 介 護 保 健 施 設 サ ー ビ ス 又 は 同 法    
                           第 ８ 条  
  の ２ 第 ８ 項  
       に 規 定 す る 介 護 予 防 短 期 入 所 療 養 介 護 （ 以 下 「 短 期  
  の ２ 第 10 項  

  入 所 療 養 介 護 等 」 と い う 。） を 受 け る 場 合 は 、 同 法 の 規 定 に よ  

  り 定 め ら れ た 短 期 入 所 療 養 介 護 等 に 係 る 費 用 の 額 並 び に 同 法 の  

  規 定 に よ り 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 食 費 及 び 居 住 費 又 は 滞 在 費 の  

  基 準 費 用 額 の 範 囲 内 で 指 定 管 理 者 が 病 院 事 業 管 理 者 の 承 認 を 得  

  て 定 め る 額  

    


